
957

923 939（見込み）

関係する計
画、通知等

特別会計に関する法律第99条第2項第2号ト －

22年度 23年度要求

会計区分

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

担当課室 雇用保険課

上位政策

雇用保険課長職業安定局

労働保険特別会計（雇用勘定）

担当部局庁

雇用保険制度の安定的かつ適正な運営及び求職活
動を容易にするための保障等を図ること

総事業費(執行ベース) 917 923 939（見込み）

1,430

19年度 20年度 21年度

執行額

予算額(補正後） 1,208

補
　
記

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

見直しの
余地

一部改善（事業の優先度を勘案し縮減）

執行実態から事業目的が十分に達成されているとは言い難く、廃止も含めた事業の抜本的な見直し・大幅な縮減が必要である。

予
算
監
視
・
効
率
化

チ
ー

ム
の
所
見

平成22年度事業については、人件費、通信運搬費等を削減することにより、平成21年度予算に対して30％削減すると
ともに、調達についても企画競争により実施するなど、効率的な執行に努めている。今後も引き続き内容を精査するこ
とにより、より効率的な執行を図るよう検討している。

委託先での支出状況については、精算報告書等により把握している。

事業番号 818

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)

予算事業名 作成責任者
事業開始
年度

平成7年雇用保険活用援助事業

執行率 62.2% 64.5%

①雇用保険重点指導員による相談・援助件数（5,456件）雇用保険活用相談室開催数（168回）電子申請アドバイザーに
よる相談・援助件数（566件）
②中小企業事業主説明会（410回）事業主説明会への出席あっせん、個別指導等（124,380件）委託促進費支給件数
（16,472件）

917

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

①各都道府県支部ごとに支部指導員を設置し、本部においてこれをとりまとめる。また、支部内に雇用保険活用推進
員を設置する。
②各都道府県支部ごとに雇用保険事業の活用方法及び申請手続等について専門的な知識を有する雇用保険活用コ
ンサルタントを配置し、当該コンサルタントが、中小企業事業主に対し、雇用保険の活用方法及び申請手続きについて
の相談等を実施する。

中小零細企業事業主においては、大企業事業主と比較して、雇用保険事業に関する情報が不足し、その事務能力が劣っている場
合が多いため、これらの者に対し、雇用保険事業の活用方法及び申請手続き等について、周知、相談を行っていくことが必要であ
る。また、数次にわたる改正を重ねてきた雇用保険制度の趣旨・内容について、中小零細企業事業主の十分な理解を促すことは、
制度の適正かつ円滑な運営、ひいては労働者の保護に資することとなる。このため、中小零細企業における雇用保険事業の活用
促進を図る等のための経費である。

実施状況

予算の状況
（単位:百万円）

2881,474



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

厚生労働省

A 社団法人全国労働保険事務組合連合会

923百万円

708百万円

B 各都道府県会支部

325百万円

C 全国社会保険労務士会連合会

215百万円

D 各都道府県社労士会

164百万円

【企画競争による委託契約】

① ②

・委託事業の運営に関する支部指導員への助言、指導

・支部指導員を対象とする研修の実施

・委託事業の運営に必要な活動マニュアル及びパンフ

レット等の作成
・委託促進費の支給申請のとりまとめ及び支給事務

・委託元への報告・調整

・委託事業の実施に係るマニュアル及びパンフ

レット等の作成

・委託元への報告、調整

215百万円

・委託事業の運営に関する雇用保険活用

推進員への助言、指導

・雇用保険活用推進員を対象とする研修

の実施

・事業主説明会の開催

・委託促進費の申請受理・審査

・雇用保険活用相談室への参加募集

・雇用保険活用相談室の開催

・雇用保険コンサルタントによる相談援助

の受付

厚生労働省

A 社団法人全国労働保険事務組合連合会

923百万円

708百万円

B 各都道府県会支部

325百万円

C 全国社会保険労務士会連合会

215百万円

D 各都道府県社労士会

164百万円

【企画競争による委託契約】

① ②

・委託事業の運営に関する支部指導員への助言、指導

・支部指導員を対象とする研修の実施

・委託事業の運営に必要な活動マニュアル及びパンフ

レット等の作成
・委託促進費の支給申請のとりまとめ及び支給事務

・委託元への報告・調整

・委託事業の実施に係るマニュアル及びパンフ

レット等の作成

・委託元への報告、調整

215百万円

・委託事業の運営に関する雇用保険活用

推進員への助言、指導

・雇用保険活用推進員を対象とする研修

の実施

・事業主説明会の開催

・委託促進費の申請受理・審査

・雇用保険活用相談室への参加募集

・雇用保険活用相談室の開催

・雇用保険コンサルタントによる相談援助

の受付

厚生労働省

A 社団法人全国労働保険事務組合連合会

939百万円

745百万円

B 各都道府県会支部

322百万円

C 全国社会保険労務士会連合会

215百万円

D 各都道府県社労士会

148百万円

【企画競争による委託契約】

① ②

・委託事業の運営に関する支部指導員への助言、指導

・支部指導員を対象とする研修の実施

・委託事業の運営に必要な活動マニュアル及びパンフ

レット等の作成
・委託促進費の支給申請のとりまとめ及び支給事務

・委託元への報告・調整

・委託事業の実施に係るマニュアル及びパンフ

レット等の作成

・委託元への報告、調整

194百万円

・委託事業の運営に関する雇用保険活用

推進員への助言、指導

・雇用保険活用推進員を対象とする研修

の実施

・事業主説明会の開催

・委託促進費の申請受理・審査

・雇用保険活用相談室への参加募集

・雇用保険活用相談室の開催

・雇用保険コンサルタントによる相談援助

の受付

平成21年度実績の内容（見込み値）



0計 148 計

旅費
事務担当者、重点指導員、電子申請アド
バイザー旅費 9

庁費 業務管理費、活用相談室経費 22

使　途 金　額
(百万円）

謝金
事務担当者、重点指導員、電子申請アド
バイザー謝金 117

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目

0

D.　各都道府県社労士会 H.

計 194 計

消費税 消費税 9

連合会経費
業務管理経費、重点指導員講習会開催
経費、広報費 37

都道府県会経費 業務管理費、訪問相談・援助実施経費等 148

C.　全国社会保険労務士会連合会 G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

0

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

計 322 計

旅費 全国会議、推進員研修会、指導旅費 23

庁費 消耗品費、印刷製本費、会場借上費等 136

謝金 支部指導員謝金、社会保険料等 163

B.　各都道府県会支部 F.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

0計 745 計

本部経費 本部指導員謝金、旅費、庁費

消費税 消費税 35

50

委託促進費 雇用保険活用援助事業委託促進費 100

支部経費 支部指導員謝金、旅費、庁費 322

推進員経費 雇用保険活用援助推進員 238

使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目

A.　(社)全国労働保険事務組合連合会 E.


